
万円を補助

板倉町住宅取得支援事業
補助金申請受付中

板倉町に移り住むため、新築住宅を建築・購入されたかた、
又は中古住宅を購入されたかたへ、その費用の一部を補助します。

【お問い合せ先・申請先】 その他、必要事項がありますので、申請前に必ずお問い合せください。

板倉町役場地域創生課まちづくり推進係

住所：板倉町大字板倉２６８２番地１

板倉ニュータウン宅地分譲に関わる

個人紹介制度

※群馬県企業局が直接販売している分譲地の購
入希望者をご紹介いただき、１年以内に購入
した場合に謝礼金を交付します。

板倉ニュータウン移住支援金

※板倉町住宅取得支援事業の補助金額の確定を受
けている、申請者又は配偶者の年齢が50歳未満
などの要件があります。

電話：０２７６－７０－４０４０

３０最大
住宅取得価格の３％

補助対象者（次のいずれにも該当するかた）

○板倉町に転入、又はこれから転入し、住宅を建築又は購入したかた。
（申請できる期間は、転入日から1年以内です。）

○転入日から前2年間は板倉町に住んでいないかた。
○取得した住宅に、令和9年3月31日までに住民票を異動するかた。
○取得した住宅の所有者で、5年以上継続して住むかた。
○取得した住宅に住む全員が、町税等に未納のないかた。
○この補助金を初めて受けるかた。

補助対象住宅（次のいずれにも該当する住宅）

板倉ニュータウン
への移住支援

支援金額 万円
町内居住のかたは 万円
町外居住のかたは 万円

○新築住宅（注文・建売）又は中古住宅。
○玄関、台所、トイレ及び浴室を備えた住宅。
○現行の耐震基準に適合していることを証明できる住宅。
○建築基準法及び関連法令に適合している住宅。

分譲地の購入希望者を
ご紹介いただいたかたへ謝礼金

メール：k-machi@town.itakura.gunma.jp

町HPはこちら
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